
資料４ 

 

その他の事業運営上の留意事項 

 

サービス利用者に関すること 

・高齢者の健康 

  ノロウイルス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

  インフルエンザ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

  腸管出血性大腸菌（Ｏ１５７等）感染症 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

  結核 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

  ＨＩＶ／エイズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

  レジオネラ症 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

  熱中症 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７～８ 

  暑さ対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

・高齢者虐待 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０～１１ 

・地域支援スーパーバイズ事業（権利擁護相談） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

・ヤングケアラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

 

事業所の労働環境に関すること 

・専門家による無料相談（雇用管理、メンタルヘルス、教育・研修） ・・・・・・・・・ １４ 

・無料講師派遣（職場環境を良くするための対策） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

 

事業所の運営に関すること 

・介護相談員派遣等事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

・大阪府福祉サービス第三者評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

・大阪府障がい者差別解消条例の改正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

 

サービス利用者向け相談事業 

・福祉サービス苦情解決制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９～２０ 
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Ｖ／エイズ 正しい知識
～知 こ か 始め う～

社会福祉施設等 働く さ へ

性行為以外 日常生活 感染す こ あ
せん

継続し 抗HIV薬 服用し い ウ ル 量 下 性行為 感染 防 す。

今 社会福祉施設等 期待さ こ

参 照
社会福祉施設 働く さ へ Ｖ／エ 正しい知識～知 始 う～
平成23年12月発行 平成31年2月改訂
https://www.haart-support.jp/pdf/h31_knowledge_hiv_aids.pdf

＜企画・発行＞
平成23年度 厚生労働科学研究費補助金 エ 対策研究事業

Ｖ感染症及 そ 合併症 課題 克服す 研究 研究代表者 白阪琢磨
分担研究 長期療養者 受入 福祉施設 課題 対策 関す 研究

研究分担者 山内哲也
＜協 力＞

社会福祉法人武蔵野会

2020年末 大阪府 Ｖ陽性者 累積報告数 3,804人 確定値 年々増加し い
す た 高齢化や合併症 自立困難 支援 求 Ｖ陽性者 増え
い す そ た Ｖ陽性者 受 入 先 し 社会福祉施設等へ 期待 高

い す
支援 必要 人 対し 生活 支援し 療養 場 提供す 社会福祉施設等 役割 す

他 慢性疾患患者 同様 Ｖ陽性者 方 慢性疾患 抱え 生活 し い 人たち す
一人 Ｖ／エ 対す 理解 深 支援 必要 Ｖ陽性者 方 迎え入
い し う

標準予防策 Ｖ感染 予防 き す

今 Ｖ感染症 慢性疾患 １つ す
抗 Ｖ薬 使わ う エ 死亡率 劇的 減少し

Ｖ感染症 慢性疾患 し 考え う した

問合せ先 大阪府健康医療部保健医療室感染症対策課感染症・検査グループ
電話 － ９ － 内線
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地地域域支支援援ススーーパパーーババイイズズ事事業業（（権権利利擁擁護護相相談談）） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のような相談に助言しています。 
● 年金を親族が管理しているが、本人のために使われていないようだ。 
● 悪徳商法にのせられて不必要なものを買わされているようだ。 
● 知人から財産を侵害されている。 
● 多額の借金をしてしまい、生活困難になっている人をどう支援すればよいのか。 

● 親亡き後、障がいのある子の財産の管理は誰にたのめばいいのか。 
● 成年後見制度の利用が必要だが、どのようにすればいいのか。   など 
 
 

【権利擁護専門相談窓口】 

【大阪市・堺市以外】 

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会地域福祉部権利擁護推進室（あいあいねっと） 

所在地  〒542-0065大阪市中央区中寺 1丁目 1番 54号 大阪社会福祉指導センター3階 

電話 06-6191-9500職員による電話相談（月曜日～金曜日の 10時～16時。祝日・年末年始除く） 

専門職による相談は事前予約が必要。（相談日 木曜日 13時～・14時半～・最長 80分） 

 

【大阪市】 

大阪市成年後見支援センター 

所在地  〒557-0024大阪市西成区出城 2丁目 5番 20号 大阪市社会福祉研修・情報センター3階 

電話 06-4392-8282（職員による電話相談）（月曜日～土曜日の 9時～17時。祝日・年末年始除く） 

    成年後見制度に関するご相談を受け付けています。 

 

【堺市】 

堺市権利擁護サポートセンター 

所在地  〒590-0078堺市堺区南瓦町 2番 1号 堺市総合福祉会館 4階 

電話 072-225-5655職員による電話相談（月曜日～金曜日の 9時～17時 30分。祝日・年末年始除く） 

    専門職による相談は事前予約が必要。（相談日 木曜日 13時～16時） 

 

 

地域支援スーパーバイズ事業とは、認知症や知的障がい・精神障がいなどに

より判断能力が十分でない方の権利侵害や困りごとについて、行政、社会福祉

協議会、高齢者・障がい者相談機関、その他事業所など関係機関・団体を対象

に行う相談事業です。様々な解決困難な事例について、弁護士会・社会福祉士

会等と連携し、電話や来所による助言や情報提供を行うものです。 
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